
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
料
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

の
４

て
ん
か
ん
指
導
料
の
注
６
に
規
定
す
る
施
設
基
準

(2)

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
料
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

難
病
外
来
指
導
管
理
料
の
対
象
疾
患

(3)

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
指
定
難
病
（
同
法
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
医
療
受
給
者
証
を
交
付
さ
れ
て
い
る
患
者
（
同
条
第
一
項

各
号
に
規
定
す
る
特
定
医
療
費
の
支
給
認
定
に
係
る
基
準
を
満
た
す
も
の
と
し
て
診
断
を
受
け
た
も
の
を
含

む
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
疾
患

の
２

難
病
外
来
指
導
管
理
料
の
注
６
に
規
定
す
る
施
設
基
準

(3)

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
料
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

皮
膚
科
特
定
疾
患
指
導
管
理
料

の
対
象
疾
患

(4)

(Ⅰ)

分
類
表
に
規
定
す
る
疾
病
の
う
ち
別
表
第
二
の
四
に
掲
げ
る
疾
病

皮
膚
科
特
定
疾
患
指
導
管
理
料

の
対
象
疾
患

(5)

(Ⅱ)

分
類
表
に
規
定
す
る
疾
病
の
う
ち
別
表
第
二
の
五
に
掲
げ
る
疾
病

外
来
栄
養
食
事
指
導
料
の
注
２
に
規
定
す
る
基
準

(6)
イ

第
二
章
第
六
部
注
射
通
則
第
７
号
に
規
定
す
る
連
携
充
実
加
算
の
施
設
基
準
に
該
当
す
る
保
険
医
療
機
関



で
あ
る
こ
と
。

ロ

外
来
化
学
療
法
を
実
施
し
て
い
る
悪
性
腫
瘍
の
患
者
に
対
す
る
栄
養
食
事
指
導
を
行
う
に
つ
き
、
十
分
な

体
制
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

の
２

外
来
栄
養
食
事
指
導
料
及
び
入
院
栄
養
食
事
指
導
料
の
対
象
患
者

(6)

疾
病
治
療
の
直
接
手
段
と
し
て
、
医
師
の
発
行
す
る
食
事
箋
に
基
づ
き
提
供
さ
れ
た
適
切
な
栄
養
量
及
び
内

容
を
有
す
る
別
表
第
三
に
掲
げ
る
特
別
食
を
必
要
と
す
る
患
者
、
が
ん
患
者
、
摂
食
機
能
若
し
く
は
嚥
下
機
能

え
ん

が
低
下
し
た
患
者
又
は
低
栄
養
状
態
に
あ
る
患
者

の
３

集
団
栄
養
食
事
指
導
料
に
規
定
す
る
特
別
食

(6)

疾
病
治
療
の
直
接
手
段
と
し
て
、
医
師
の
発
行
す
る
食
事
箋
に
基
づ
き
提
供
さ
れ
た
適
切
な
栄
養
量
及
び
内

容
を
有
す
る
別
表
第
三
に
掲
げ
る
特
別
食

の
４

心
臓
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
指
導
管
理
料
の
注
４
に
規
定
す
る
施
設
基
準

(6)

当
該
療
養
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

の
５

心
臓
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
指
導
管
理
料
の
注
５
に
規
定
す
る
施
設
基
準

(6)
イ

心
臓
植
込
型
電
気
デ
バ
イ
ス
の
管
理
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

循
環
器
疾
患
の
診
療
に
つ
き
十
分
な
経
験
を
有
す
る
常
勤
の
医
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

高
度
難
聴
指
導
管
理
料
の
施
設
基
準

(7)


